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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一のカメラと第二のカメラとを有し、前記第一のカメラを用いてライブ配信を行うた
めのコンテンツを取得する配信者端末と、
　前記配信者端末から取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末に対してライブ配信を実
行するライブ配信装置と、
を備えた配信システムであって、
　前記ユーザ端末に画像を表示させる画像処理部を備え、
　前記画像処理部は、
　　前記第一のカメラで撮像した動画像をライブ配信用動画像として前記ユーザ端末に表
示させ、
　　前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、当該物品に対応する物品情報を割り当て
た上で前記ライブ配信用動画像と併せて表示させ、
　前記画像処理部は、前記第一のカメラで動画像を撮像している間に、前記第二のカメラ
で前記物品の画像を撮像させる、
配信システム。
【請求項２】
　前記配信者端末は、
　　前記第一のカメラとしてのフロントカメラと、
　　前記第二のカメラとしてのリアカメラと、
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を有する携帯用通信端末である、
請求項１記載の配信システム。
【請求項３】
　前記画像処理部は、前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、前記ライブ配信用動画
像に重畳表示させる、
請求項１又は請求項２記載の配信システム。
【請求項４】
　前記画像処理部は、前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、購入用ボタンとして、
前記ライブ配信用動画像と併せて表示させる、
請求項１～３のいずれか一項に記載の配信システム。
【請求項５】
　前記画像処理部は、ユーザが前記ユーザ端末において前記購入用ボタンを押した際、前
記ライブ配信用動画像から購入画面に遷移せず、そのまま前記ライブ配信用動画像を表示
させる、
請求項４記載の配信システム。
【請求項６】
　前記画像処理部は、前記第二のカメラで撮像した複数の物品の画像を、前記ライブ配信
用動画像と併せて表示させる、
請求項１～５のいずれか一項に記載の配信システム。
【請求項７】
　第一のカメラと第二のカメラとを有する配信者端末によって、前記第一のカメラを介し
て取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末に対してライブ配信を実行するライブ配信装
置であって、
　前記ユーザ端末に画像を表示させる画像処理部を有し、
　前記画像処理部は、
　　前記第一のカメラで撮像した動画像をライブ配信用動画像として前記ユーザ端末に表
示させ、
　　前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、当該物品に対応する物品情報を割り当て
た上で前記ライブ配信用動画像と併せて表示させ、
　前記画像処理部は、前記第一のカメラで動画像を撮像している間に、前記第二のカメラ
で前記物品の画像を撮像させる、
ライブ配信装置。
【請求項８】
　コンピュータが、
　第一のカメラと第二のカメラとを有する配信者端末によって、前記第一のカメラを介し
て取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末に対してライブ配信を実行するライブ配信方
法であって、
　前記第一のカメラで撮像した動画像をライブ配信用動画像として前記ユーザ端末に表示
させ、
　前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、当該物品に対応する物品情報を割り当てた
上で前記ライブ配信用動画像と併せて表示させ、
　前記第一のカメラで動画像を撮像している間に、前記第二のカメラで前記物品の画像を
撮像させる、
ライブ配信方法。
【請求項９】
　コンピュータを、
　第一のカメラと第二のカメラとを有する配信者端末によって、前記第一のカメラを介し
て取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末に対してライブ配信を実行するように機能さ
せるプログラムであって、
　前記プログラムは、
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　前記コンピュータを、前記ユーザ端末に画像を表示させる画像処理部として機能させ、
　前記画像処理部は、
　　前記第一のカメラで撮像した動画像をライブ配信用動画像として前記ユーザ端末に表
示させ、
　　前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、当該物品に対応する物品情報を割り当て
た上で前記ライブ配信用動画像と併せて表示させ、
　前記画像処理部は、前記第一のカメラで動画像を撮像している間に、前記第二のカメラ
で前記物品の画像を撮像させる、
プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配信システム、ライブ配信装置、ライブ配信方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従前より、ライブ配信を利用して、商品の仕入れを生放送したり、自宅内に所有する中
古品又は新品の物品をテレビショッピングのように生放送したりして、視聴者としてのユ
ーザに対して、リアルタイムに商品の販売を行っている。例えば、特許文献１に記載の動
画配信システムを利用して、ライブ配信を行っている。
【０００３】
　配信者は、ライブ配信によって商品を紹介し、それを視聴するユーザは、ライブ配信中
に配信者に対して送信可能なコメント欄を利用し、商品購入の意思をコメントとして残す
。そして、配信者は、ライブ配信終了後に、コメント欄の履歴を遡って確認し、例えばア
プリケーションのダイレクトメール機能を利用し、商品の配送手続きを行う。
【０００４】
　このように、特許文献１に記載の動画配信システムを利用すれば、テレビ局のような放
送設備を有さない個人であっても、気軽にテレビショッピングのような商品の販売を行う
ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第６５５０５４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の動画配信システムでは、ユーザは、配信者がライブ
配信中にどのような商品を販売しているのか、わかりづらいという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ライブ配
信者が販売する商品を、簡単な操作で、ユーザ端末で分かりやすくできる配信システム、
ライブ配信装置、ライブ配信方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様のライブ配信システムは、配信者端末と、ライブ配信装置と、を備える
。前記配信者端末は、第一のカメラと第二のカメラとを有し、前記第一のカメラを用いて
ライブ配信を行うためのコンテンツを取得する。前記ライブ配信装置は、前記配信者端末
から取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末に対してライブ配信を実行する。前記ライ
ブ配信システムは、前記ユーザ端末に画像を表示させる画像処理部を備える。前記画像処
理部は、前記第一のカメラで撮像した動画像をライブ配信用動画像として前記ユーザ端末
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に表示させ、前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、当該物品に対応する物品情報を
割り当てた上で前記ライブ配信用動画像と併せて表示させる。
【０００９】
　本発明の一態様のライブ配信装置は、第一のカメラと第二のカメラとを有する配信者端
末によって、前記第一のカメラを介して取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末に対し
てライブ配信を実行する。前記ライブ配信装置は、前記ユーザ端末に画像を表示させる画
像処理部を有する。前記画像処理部は、前記第一のカメラで撮像した動画像をライブ配信
用動画像として前記ユーザ端末に表示させ、前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、
当該物品に対応する物品情報を割り当てた上で前記ライブ配信用動画像と併せて表示させ
る。
【００１０】
　本発明の一態様のライブ配信方法は、第一のカメラと第二のカメラとを有する配信者端
末によって、前記第一のカメラを介して取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末に対し
てライブ配信を実行するライブ配信方法である。前記ライブ配信方法は、前記第一のカメ
ラで撮像した動画像をライブ配信用動画像として前記ユーザ端末に表示させ、前記第二の
カメラで撮像した物品の画像を、当該物品に対応する物品情報を割り当てた上で前記ライ
ブ配信用動画像と併せて表示させる。
【００１１】
　本発明の一態様のプログラムは、コンピュータを、第一のカメラと第二のカメラとを有
する配信者端末によって、前記第一のカメラを介して取得したコンテンツを用いて、ユー
ザ端末に対してライブ配信を実行するように機能させるプログラムである。前記プログラ
ムは、前記コンピュータを、前記ユーザ端末に画像を表示させる画像処理部として機能さ
せ、前記処理部は、前記第一のカメラで撮像した動画像をライブ配信用動画像として前記
ユーザ端末に表示させ、前記第二のカメラで撮像した物品の画像を、当該物品に対応する
物品情報を割り当てた上で前記ライブ配信用動画像と併せて表示させる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の配信システム、ライブ配信装置、ライブ配信方法及びプログラムによれば、ラ
イブ配信者が販売する商品を、簡単な操作で、ユーザ端末で分かりやすくすることができ
る、という利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る配信システムの概略構成図である。
【図２】図２は、同上の配信システムのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、同上の配信システムの機能構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、同上の配信システムにおいて、ライブ配信中のユーザ端末を示す正面図
である。
【図５】図５は、同上の配信システムの画像処理部の機能構成を示すブロック図である。
【図６】図６Ａ、図６Ｂは、ユーザ端末において購入用表示欄が表示された正面図である
。
【図７】図７は、同上の配信システムにおいて、ユーザ端末に対して、購入した旨の報知
が行われたことを説明する図である。
【図８】図８は、同上の配信システムにおいて、購入用ボタンを作成する際の動作の一例
を示すフローチャートである。
【図９】図９は、同上の配信システムにおいて、ユーザが購入する際の動作の一例を示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（１）実施形態
【００１５】
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　以下、本実施形態に係る配信システム１について、詳細に説明する。
【００１６】
　（１．１）システム構成
【００１７】
　図１は、本実施形態に係る配信システム１の構成の一例を示す図である。配信システム
１は、図１に示すように、ライブ配信装置２と、決済サーバ５と、配信者端末３と、複数
のユーザ端末４と、を備える。ライブ配信装置２と、決済サーバ５と、配信者端末３と、
複数のユーザ端末４とは、ネットワーク７を介して、相互にデータの送受信が可能に接続
されている。ネットワーク７は、例えば、インターネット、専用通信回線（例えば、ＣＡ
ＴＶ（Community Antenna Television）回線）、移動体通信網(基地局等を含む)、ゲート
ウェイ等、又はこれらの組み合わせにより構成されている。
【００１８】
　配信者端末３は、ライブ配信を行う者が所有し、ライブ配信のためのコンテンツを取得
するための通信端末機器である。配信者端末３は、携帯用通信端末であることが好ましい
。携帯用通信端末としては、例えば、スマートフォン、タブレット端末、ＰＤＡ（Person
al Digital Assistant）、携帯電話機、ノート型ＰＣ（Personal Computer）のほか、ス
マートウォッチ、スマートグラス等のウェアラブル端末等が挙げられる。本実施形態に係
る配信者端末３は、スマートフォンである。
【００１９】
　配信者端末３は、第一のカメラ３２１（図３）と、第二のカメラ３２２（図３）と、を
備える。第一のカメラ３２１は、フロントカメラ（インカメラ）であり、本実施形態では
、スマートフォンの厚み方向のうち、背面から正面（ディスプレイ側の面）に向かう方向
に撮像する。第二のカメラ３２２は、リアカメラ（メインカメラ）であり、正面から背面
に向かう方向に撮像する。配信者端末３において、第一のカメラ３２１及び／又は第二の
カメラ３２２によって撮像された画像データは、ネットワーク７を介して、ライブ配信装
置２に送信される。
【００２０】
　ライブ配信装置２は、配信システム１において、配信者端末３から取得したコンテンツ
を用いて、複数のユーザ端末４に対してライブ配信を実行する。ライブ配信装置２は、サ
ーバ装置である。ライブ配信装置２は、例えば、ＰＣ／ＡＴ互換機又はＭＡＣ規格機等の
ＰＣ（Personal Computer）、専用機、ブレードサーバ等を用いた、いわゆるクラウドコ
ンピューティング用のサーバ装置であることが好ましい。
【００２１】
　ここで、本明細書でいう「ライブ配信」とは、配信者端末３によって撮像した動画像を
、ライブストリーミングによって、ユーザ端末４に対してリアルタイムに配信する技術を
意味する。ライブ配信装置２により実行されるライブ配信は、対象とするユーザを、特定
のユーザに限る登録制を採用してもよいし、無制限のユーザを対象としてもよい。
【００２２】
　決済サーバ５は、ユーザ端末４によって入力されたカード情報が正しいかどうかを照会
し、決済処理を実行するサーバ装置である。決済サーバ５は、ユーザ端末４によって商品
の購入が指示されると、クレジットカード、デビットカード等のカード情報の有効性のチ
ェックを行い、決済処理を実行する。カード情報とは、契約者名、カード番号、有効期限
、セキュリティコード等の情報のことである。決済サーバ５は、決済処理が完了すると、
購入を行おうとするユーザ端末４に対して、決済完了ページを表示させる。
【００２３】
　ユーザ端末４は、配信システム１を利用して、ライブ配信を視聴するユーザが所有する
端末機器である。ユーザ端末４としては、例えば、スマートフォン、タブレット端末、Ｐ
ＤＡ（Personal Digital Assistant）、携帯電話機、ノート型ＰＣ（Personal Computer
）、デスクトップ型ＰＣ、インターネットＴＶ等が挙げられる。
【００２４】
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　ユーザ端末４及び配信者端末３には、ライブ配信装置２が提供するサービスを利用する
ためのアプリケーションプログラム（以下、アプリという場合がある）が記憶される。ア
プリは、当該サービスにおいて、例えば、ライブ配信用動画像の表示、購入用画面の表示
、決済処理等を実行する。当該アプリを実行することにより、ユーザ端末４及び配信者端
末３はライブ配信装置２及び決済サーバ５にアクセスして、アプリの実行に用いる情報を
送受信する。
【００２５】
　（１．２）ハードウェア構成
【００２６】
　ライブ配信装置２、決済サーバ５、配信者端末３及び複数のユーザ端末４の各々は、図
２に示すようなコンピュータ６によって実現される。コンピュータ６は、プロセッサ６１
と、メモリ６２と、ストレージ６３と、入出力インターフェース(入出力Ｉ／Ｆ６４)と、
通信インターフェース(通信Ｉ／Ｆ６５)と、を備える。これらプロセッサ６１、メモリ６
２、ストレージ６３、入出力Ｉ／Ｆ６４及び通信Ｉ／Ｆ６５は、バス６６を介して互いに
接続される。配信システム１は、プロセッサ６１、メモリ６２、ストレージ６３、入出力
Ｉ／Ｆ６４及び通信Ｉ／Ｆ６５の協働によって、各種機能を実現することができる。ライ
ブ配信装置２、決済サーバ５、配信者端末３及び複数のユーザ端末４では、ハードウェア
構成として、いずれも略同じ構成を有する。
【００２７】
　プロセッサ６１は、ストレージ６３に記憶されるプログラムに従って、各種機能を実行
する。プロセッサ６１としては、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit；中央処理
装置）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）、マ
イクロプロセッサ（microprocessor）等が挙げられる。
【００２８】
　メモリ６２は、ストレージ６３から読み込んだプログラムを一時的に記憶し、プロセッ
サ６１に対して作業領域を提供する。メモリ６２としては、例えば、ＲＡＭ（Random Acc
ess Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）等が挙げられる。
【００２９】
　ストレージ６３は、プログラムを記憶する。ストレージ６３としては、例えば、ＨＤＤ
（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Solid State Drive）、フラッシュメモリ等が挙げられる
。
【００３０】
　入出力Ｉ／Ｆ６４は、コンピュータ６に対する各種操作を入力する入力装置及びコンピ
ュータ６によって処理された処理結果を出力する出力装置を含む。入出力Ｉ／Ｆ６４は、
入力装置と出力装置が一の筐体に収まっていてもよいし、各々が別個の筐体に収まっても
よい。
【００３１】
　入力装置は、プロセッサ６１に対して、情報を入力するための装置である。入力装置と
しては、例えば、タッチパネル、タッチディスプレイ、キーボード等のハードウェアキー
又は、マウス等のポインティングデバイス、カメラ、マイク等が挙げられる。
【００３２】
　出力装置は、プロセッサ６１で処理された処理結果を出力することができる装置である
。出力装置は、処理結果を映像又は動画として出力する場合、フレームバッファに書き込
まれた表示データに従って、当該表示データを表示することができる装置のことである。
出力装置は、例えば、タッチパネル、タッチディスプレイ、液晶ディスプレイ、ヘッドマ
ウントディスプレイ、プロジェクター、ホログラム、プロジェクションマッピング、スピ
ーカ、プリンタ等が挙げられる。
【００３３】
　通信Ｉ／Ｆ６５は、ネットワーク７を介して各種データの送受信を行う。通信Ｉ／Ｆ６
５による通信は、有線又は無線で実行される。例えば、ユーザ端末４の通信Ｉ／Ｆ６５は
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、ネットワーク７を介して、ライブ配信装置２及び決済サーバ５との通信を実行し、配信
者端末３の通信Ｉ／Ｆ６５は、ネットワーク７を介して、ライブ配信装置２との通信を実
行する。ここで受信した情報は、プロセッサ６１に伝達される。
【００３４】
　（１．３）機能構成
【００３５】
　図３は、本実施形態に係る配信システム１の機能構成の一例を示すブロック図である。
以下、ライブ配信装置２、配信者端末３、ユーザ端末４及び決済サーバ５の機能構成を順
に説明する。
【００３６】
　（１．３．１）ライブ配信装置
【００３７】
　ライブ配信装置２は、図３に示すように、通信部２１と、画像処理部２２と、チャット
部２３と、決済部２４と、ユーザ情報記憶部２５と、配信部２６と、を備える。
【００３８】
　通信部２１は、配信者端末３、ユーザ端末４及び決済サーバ５に対して、データを双方
向に送信可能に（つまり、通信可能に）接続する。通信部２１は、画像処理部２２、チャ
ット部２３、決済部２４及び配信部２６に対し、データの入出力が可能に接続されている
。
【００３９】
　画像処理部２２は、配信者端末３で撮像された画像データを処理してライブ配信用動画
像を生成し、ライブ配信用動画像をユーザ端末４の表示部４４に表示させる。画像処理部
２２は、配信者端末３から送信されたコンテンツに関する情報が通信部２１を介して入力
されると、当該情報を、ライブ配信に適したビットレート、動画ファイルに変換する。そ
して、画像処理部２２は、配信部２６からライブ配信を行うべきユーザ端末４の送信先の
情報を取得し、ライブ配信を要求するユーザ端末４に対し、通信部２１を介して、ライブ
配信用動画像のデータを送信する。
【００４０】
　ここでいう「画像」とは、プロセッサ６１の処理によってディスプレイに映し出される
像を意味し、静止画像及び動画像のいずれをも含む。
【００４１】
　チャット部２３は、ライブ配信用動画像を配信しながら、ユーザ端末４と配信者端末３
との間でチャットを実行し得る。チャット部２３は、ユーザ端末４又は配信者端末３から
入力されたテキスト情報を、ユーザ端末４の表示部４４及び配信者端末３の表示部３４に
表示させる。チャット部２３は、例えば、図４に示すように、ユーザ端末４によって入力
されたテキストと、当該ユーザ端末４のＩＤ情報とを、チャット表示領域８１に表示させ
、チャット表示領域８１は、ライブ配信用動画に重畳表示させる。ただし、本発明では、
ライブ配信用動画像の表示領域８２と、チャット表示領域８１とは、別々の場所に表示さ
れてもよい。
【００４２】
　チャット表示領域８１におけるチャットの表示は、上下方向に時系列に並ぶことが好ま
しい。本実施形態では、最も新しく入力されたテキスト情報ほど、下側に位置するように
表示される。また、すべてのテキスト表示を表示するのではなく、新しいものから順に（
図では５列表示）表示することが好ましい。この場合、チャット表示領域８１を上下方向
にスワイプして、チャットをスクロールすることで、すべてのテキスト表示を確認するこ
とができる。これによって、配信者は、ライブ配信を行いながら、ユーザの要望、感想又
は質問を確認することができ、リアルタイムでコミュニケーションを取ることもできる。
【００４３】
　決済部２４は、購入を決めたユーザのユーザ端末４からの要求により、決済サーバ５に
対して、ユーザ情報及び商品の価格の情報を送信し、決済の要求を実行する。決済部２４
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から決済の要求を受けた決済サーバ５は、クレジットカードの有効性の確認及び／又は与
信残高の照会を実行する。
【００４４】
　購入の意思表示は、ユーザ端末４に表示される購入用ボタン８３（図４）を押すことで
実行される。購入用ボタン８３は、後述するが、配信者端末３の第二のカメラ３２２で撮
像された商品画像を用いて作成され、ユーザ端末４の表示部４４に表示される。ユーザが
ユーザ端末４の表示部４４に表示された購入用ボタン８３を押すと、ライブ配信装置２は
当該商品の決済を実行し、決済サーバ５は、決済が完了した旨の表示を行うとともに決済
が完了する。
【００４５】
　本明細書にいう「押す」とは、購入用ボタン８３を用いて例示すると、例えば、購入用
ボタン８３に対応する部分をタップすること、マウスを用いてカーソルを購入用ボタン８
３に対応する部分に合わせてクリック（ダブルクリック又はシングルクリック）をするこ
と、方向キー等を用いてカーソルを購入用ボタン８３に合わせエンターキーを押すことを
含む。
【００４６】
　ユーザ情報記憶部２５には、予め、ユーザ情報が記憶される。ユーザ情報は、カード情
報とＩＤ情報とが関連付けられた情報である。決済部２４は、ユーザ端末４の要求に応じ
、ユーザ端末４に対応するＩＤ情報を参照して、ユーザ情報記憶部２５からユーザ情報を
取得し、決済サーバ５に決済の要求を実行する。
【００４７】
　配信部２６は、画像処理部２２で生成されたライブ配信用動画像と、チャット部２３で
表示されるチャットとを、ライブ配信装置２にアクセスしたユーザ端末４に対して配信す
る。配信部２６によるライブ配信用動画像とチャットとの配信は、通信部２１を介して実
行される。ライブ配信装置２にアクセスするユーザ端末４は、上述したように、登録制に
してもよいし、一般に開放されていてもよい。
【００４８】
　本実施形態に係るライブ配信装置２は、画像処理部２２によってライブ配信用動画像を
生成するが、図４に示すように、ライブ配信用動画像には、配信者がリアルタイムで生成
した購入用ボタン８３を併せて表示させることができる。これにより、例えば、従来では
、ユーザが購入の意思表示をチャットを用いて行っており、ライブ配信後に配信者がチャ
ットの履歴をさかのぼって購入意思の確認を行っていたが、本実施形態に係るライブ配信
装置２によれば、リアルタイムで決済処理を実行することができる。以下、画像処理部２
２について、より詳細に説明する。
【００４９】
　画像処理部２２は、図５に示すように、配信動画像生成部２２１と、購入ボタン生成部
２２２と、商品情報取得部２２３と、購入画面表示部２２４と、報知部２２５と、購入者
数表示部２２６と、を備える。
【００５０】
　配信動画像生成部２２１は、配信者端末３から送信された動画像を処理し、ライブ配信
用動画像に変換する。配信動画像生成部２２１は、第一のカメラ３２１を介して配信者端
末３で撮像された動画像と、配信者端末３のマイクによって取得された音声と、を合成す
ることができ、音声情報を含むライブ配信用動画像を生成する。配信動画像生成部２２１
は、配信者端末３の第一のカメラ３２１によって撮像された動画像について、例えば、フ
ァイルサイズ、解像度、ビットレート、明度、彩度及び／又は色相等を調整し、ライブ配
信に適した動画像に変換することができる。
【００５１】
　購入ボタン生成部２２２は、第二のカメラ３２２を介して配信者端末３で撮像された物
品の画像を、当該物品に対応する物品情報を割り当てた上で、ライブ配信用動画像に併せ
て表示させる。購入ボタン生成部２２２は、配信者端末３に対して、画像取り込みのトリ
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ガー操作がなされると、配信者端末３の第二のカメラ３２２を起動する。そして、配信者
が第二のカメラ３２２で物品を撮像し、撮像された撮像データが購入ボタン生成部２２２
に入力されると、物体検出機能を用いて物品を検出し、撮像データのうちの物品に該当す
る部分を抽出する。購入ボタン生成部２２２は、抽出した物品画像から、画像認識を行っ
て当該物品に対応する物品情報を商品情報取得部２２３から取得し、当該物品画像に物品
情報を割り当て、購入用ボタン８３を生成する。購入ボタン生成部２２２は、生成した購
入用ボタン８３を配信用動画像に併せて表示させる。
【００５２】
　ここでいう「トリガー操作」は、第二のカメラ３２２を起動する操作を意味する。トリ
ガー操作は、例えば、特定のキーを押す操作、画面上のアイコンをタップする操作、画面
上の画像をスライドする操作、音声（ボイスコマンド）による操作、ジャイロセンサ等を
利用して配信者端末を傾ける、横に向けるなどの操作、配信者端末に備わる物理的ボタン
による操作等が挙げられる。また、第二のカメラ３２２で撮像する画像は、静止画像であ
ってもよいし、動画像であってもよい。
【００５３】
　また、購入ボタン生成部２２２は、物品の画像に対し、購入用表示欄８５（図６Ａ）を
呼び出すリンクを埋め込むことで購入用ボタン８３を生成する。したがって、物品の画像
が購入用ボタン８３であり、物品の画像を押すと、購入用表示欄８５が表示される。ただ
し、本発明では、物品の画像と購入用ボタン８３とは別々であってもよく、物品の画像と
購入用ボタン８３とが対応付けられていれば、「物品情報を割り当てる」範疇である。例
えば、物品の画像のすぐ横に、例えば「商品の購入はこちら」又は「購入ボタン」等のリ
ンクを埋め込んだテキストを表示し、当該リンクを押すことで、購入用表示欄８５を呼び
出してもよい。
【００５４】
　購入用ボタン８３は、ライブ配信用動画像に併せて表示されるが、本実施形態では、図
４に示すように、ライブ配信用動画像に対し、購入用ボタン８３を重畳表示させる。ただ
し、本発明では、ライブ配信用動画像に対し、購入用ボタン８３を、下側、下側、左側又
は右側に並べて配置し、これにより、購入用ボタン８３をライブ配信用動画像に併せて表
示してもよい。また、ライブ配信用動画像に対する購入用ボタン８３の重畳表示は、図４
に示すように、表示部４４の左上部分に配置されるが、その位置には特に制限はなく、右
上部分、左下部分、右下部分又は中央部分であってもよい。また、購入用ボタン８３の配
置位置を配信者が変更可能としてもよい。また、一画面の表示される購入用ボタン８３は
、一つに限らず、複数種類の購入用ボタン８３を表示してもよい。
【００５５】
　商品情報取得部２２３は、物品情報を取得する。商品情報取得部２２３は、インターネ
ットを介して物品情報を取得してもよいし、配信者が予め登録しておいた情報であっても
よい。ここでいう「物品情報」とは、物品に関する情報を意味し、例えば、物品の属性、
商品価格、商品名、製造元等が挙げられる。
【００５６】
　購入画面表示部２２４は、購入用ボタン８３が押されると、図６Ａに示すように、購入
用表示欄８５を呼び出し、購入用表示欄８５をユーザ端末４の表示部４４に表示させる。
ただし、購入画面表示部２２４は、ライブ配信用動画像の再生を止めずに、ライブ配信用
動画像に重ねて購入用表示欄８５を表示させる。すなわち、購入画面表示部２２４は、ユ
ーザがユーザ端末４において購入用ボタン８３を押した際、ライブ配信用動画像から購入
画面に遷移せず、そのままライブ配信用動画像を表示させ、購入用表示欄８５をライブ配
信用動画像の最前面に重ねて表示させる。このため、ユーザは、購入の際にライブ配信か
ら離脱するのを防ぐことができるとともに、ライブ配信中の商品販売を見逃すことがない
。
【００５７】
　購入画面表示部２２４は、購入用ボタン８３が押されたユーザ端末４に対してのみ購入
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用表示欄８５を表示させる。購入用表示欄８５は、図６Ａに示すように、数量を選択する
欄（ここでは「ご希望数量」と表示）を表示し、数量の記入後に「決定」ボタンを押すと
、図６Ｂに示すように、単価、数量及び合計金額を表示し、「購入」又は「キャンセル」
ボタンを表示する。「購入」ボタンが押されると、ユーザは商品を購入することができる
。なお、「キャンセル」ボタンが押されると、購入用表示欄８５は消える。
【００５８】
　報知部２２５は、購入用ボタン８３を押したユーザ端末４とは別のユーザ端末４に対し
て、購入用ボタン８３に対応する商品が購入されたことを報知する。報知部２２５は、例
えば、図７に示すように、当該商品が特定のユーザによって購入されたことを、チャット
で時系列的に表示させる。本実施形態では、ユーザである「ロベルト」が、商品を購入し
た場合の報知表示８４を例示している。報知部２２５による報知は、チャットにおいて、
目立つように他のテキスト部分とは異なる枠で囲ってもよいし、音とともに表示させても
よい。また、報知部２２５による報知は、チャット表示とは別の部分に表示させてもよい
。
【００５９】
　報知部２２５によって、他のユーザに対して、商品を購入したことが報知されることで
、購買意欲をあおることができる。また、リアルタイムで商品の購入時が報知されるため
、他のユーザは、商品の人気度を知ることができる。
【００６０】
　購入者数表示部２２６は、商品について、ライブ配信中に購入された総個数を表示する
。購入者数表示部２２６は、決済部２４に連動しており、決済が完了した商品の数量を計
数する。そして、購入者数表示部２２６は、ユーザ端末４において、商品ごとの販売数量
の総個数を表示する。販売数量の総個数の表示は、ユーザ端末４に常時表示してもよいし
、購入用ボタン８３を押した際に、表示させてもよい。販売総個数を表示することによっ
て、人気商品であることを他のユーザに知らせることができ、他のユーザの購買意欲を喚
起することができる。
【００６１】
　（１．３．２）配信者端末
【００６２】
　配信者端末３は、図３に示すように、通信部３１と、撮像部３２と、処理部３３と、表
示部３４と、入力部３５と、を備える。
【００６３】
　通信部３１は、ライブ配信装置２に対して、データを双方向に送信可能に（つまり、通
信可能に）接続する。通信部３１は、処理部３３に対し、データの入出力が可能に接続さ
れている。
【００６４】
　処理部３３は、撮像部３２で撮像した画像データを通信部３１を介してライブ配信装置
２に送信したり、表示部３４の表示を処理したりする等、配信者端末３の各種処理を実行
する。また、処理部３３は、入力部３５による操作に基づいて、撮像部３２及び表示部３
４を制御する。例えば、処理部３３は、入力部３５としてのマイクによって、撮像部３２
の第二のカメラ３２２を起動したり、第二のカメラ３２２のシャッターを操作したりする
ことができる。
【００６５】
　撮像部３２は、配信者端末３によって画像データを得る。撮像部３２は、第一のカメラ
３２１及び第二のカメラ３２２で構成される。撮像部３２によって得た画像データは、処
理部３３に出力され、通信部３１を介してライブ配信装置２に送信される。
【００６６】
　入力部３５は、処理部３３に対して情報を入力する。入力部３５は、本実施形態では、
タッチパネル及びマイクである。表示部３４は、ライブ配信用動画像を表示する。表示部
３４は、例えば、ディスプレイ、テレビ、モニタ等によって構成される。
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【００６７】
　（１．３．３）ユーザ端末
【００６８】
　ユーザ端末４は、図３に示すように、通信部４１と、入力部４２と、処理部４３と、表
示部４４と、を備える。
【００６９】
　通信部４１は、ライブ配信装置２に対して、データを双方向に送信可能に（つまり、通
信可能に）接続する。通信部４１は、処理部４３に対し、データの入出力が可能に接続さ
れている。
【００７０】
　入力部４２は、処理部４３に対して情報を入力する。入力部４２は、本実施形態では、
タッチパネル、キーボード及び／又はマウス等のポインティングデバイスである。
【００７１】
　処理部４３は、入力部４２によって入力された情報に基づき、各種処理を実行する。ま
た、処理部４３は、ライブ配信装置２から送信されたライブ配信用動画像を表示部４４に
表示させる。表示部４４は、ライブ配信用動画像を表示する。表示部４４は、例えば、デ
ィスプレイ、テレビ、モニタ等によって構成される。
【００７２】
　（１．３．４）決済サーバ
【００７３】
　決済サーバ５は、図３に示すように、通信部５１と、照会部５２と、を備える。
【００７４】
　通信部５１は、ライブ配信装置２に対して、データを双方向に送信可能に（つまり、通
信可能に）接続する。通信部５１は、照会部５２に対し、データの入出力が可能に接続さ
れている。
【００７５】
　照会部５２は、ライブ配信装置２の決済部２４からの要求に応じ、カード情報の有効性
のチェックを行い、決済処理を実行する。照会部５２は、決済が完了すると、決済が完了
した旨の表示をユーザ端末４の表示部４４に表示させる。
【００７６】
　（１．４）動作
【００７７】
　次に、図８のフローチャートを用いて、本実施形態において、購入用ボタン８３を生成
する際の動作の一例について説明する。
【００７８】
　図８に示すように、配信者は、配信者端末３を操作し、配信者端末３のライブ配信機能
（例えば、アプリ）を起動する（ステップ１）。そして、配信者は、配信者端末３を用い
て、ライブ配信のために動画像を撮影し、ライブ配信を行うためのコンテンツを取得する
（ステップ２）。
【００７９】
　次いで、配信者は、ボイスコマンドを発声し、購入用ボタン８３生成機能を起動する（
ステップ３）。すると、配信者端末３の処理部３３は、第二のカメラ３２２を起動する（
ステップ４）。配信者は、配信者端末３を用いて、第二のカメラ３２２から販売しようと
する物品（すなわち商品）を撮像する（ステップ５）。
【００８０】
　配信者端末３の処理部３３は、第二のカメラ３２２で撮像した画像データを、通信部３
１を介してライブ配信装置２に送信し、画像処理部２２は、画像データから物品に対応す
る部分を抽出する（ステップ６）。その後、ライブ配信装置２は、配信者端末３に対し、
抽出した画像で確定するか否かを問い合わせる表示を行う（ステップ７）。
【００８１】
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　配信者は、画像処理部２２によって抽出された画像で確定する場合、「確定」ボタンを
押す。すると、ライブ配信装置２は、当該画像に対して物品情報を割り当てる。ライブ配
信装置２は、配信者端末３に対して、割り当てられる物品情報について表示し、当該物品
情報に追加又は変更があるか否かを問い合わせる表示を行う（ステップ８，９）。
【００８２】
　一方、画像処理部２２によって抽出された画像を撮り直したい場合、配信者は、「キャ
ンセル」ボタンを押す。すると、再びステップ５に戻る。
【００８３】
　ステップ８において、生成された購入用ボタン８３で決定すると、ライブ配信装置２は
、ユーザ端末４に対して、ライブ配信用動画像に購入用ボタン８３を重畳表示させる（ス
テップ１０）。これによって、購入用ボタン８３が生成される。
【００８４】
　一方、ステップ８において、購入用ボタン８３に割り当てられる物品情報に追加又は変
更がある場合（ステップ９の「Ｎｏ」）、ライブ配信装置２は、追加又は変更すべき情報
の選択画面を表示し、配信者は追加・変更する物品情報を選ぶと、再びステップ８に戻る
。
【００８５】
　次に、図９のフローチャートを用いて、ユーザが商品を購入する際の動作の一例につい
て説明する。
【００８６】
　図９に示すように、ライブ配信中において、ユーザは、購入を希望する商品がある場合
、ユーザ端末４に表示されている対応する購入用ボタン８３を押す（ステップ１１）。す
ると、ライブ配信装置２は、ユーザ端末４に対し、ライブ配信用動画像を表示させながら
、購入用表示欄８５を表示させる（ステップ１２）。
【００８７】
　ユーザは、購入用表示欄８５に記載されている「ご希望数量」欄に購入を希望する数量
を記入し（図６Ａ参照）、「決定」又は「キャンセル」ボタンを押す（ステップ１４）。
【００８８】
　「決定」ボタンが押されると、ライブ配信装置２は、ユーザ端末４に対し、合計金額が
記載された購入情報を表示させる（ステップ１５）。この購入情報を確認のうえ、購入に
進みたい場合、ユーザは「購入」ボタンを押し、購入をキャンセルする場合、ユーザは「
キャンセル」ボタンを押す（ステップ１６）。
【００８９】
　「購入」ボタンが押されると、ライブ配信装置２は、決済処理を決済サーバ５に要求し
、決済処理を実行する（ステップ１７）。一方、ステップ１４又はステップ１６において
、「キャンセル」ボタンが押されると、購入用表示欄８５を消し、ステップ１１に戻る。
【００９０】
　決済処理が完了すると、ライブ配信装置２は、特定のユーザによって購入が行われたこ
とを、他のユーザ端末４に報知する（ステップ１８）。このとき、購入が行われたユーザ
名も併せて表示されることが好ましいが、表示されなくてもよい。
【００９１】
　その後、ライブ配信装置２は、当該商品について、販売された総数量を計数し、ユーザ
端末４に表示させる（ステップ１９）。
【００９２】
　（２）変形例
【００９３】
　上記実施形態は、本発明の様々な実施形態の一つに過ぎない。実施形態は、本発明の目
的を達成できれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。以下、実施形態の変形例を
列挙する。以下に説明する変形例は、適宜組み合わせて適用可能である。
【００９４】
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　図３の複数の機能ブロックのうちの少なくとも一部は、各機能ブロックに対応するモジ
ュールを含むコンピュータプログラム（例えば、ライブストリーミング視聴アプリケーシ
ョン）として実装されてもよい。コンピュータプログラムは、ＤＶＤ等の記録メディアに
格納され又はネットワーク７からダウンロードされて、メモリ６２にインストールされて
もよい。
【００９５】
　上記実施形態では、クレジットカード又はデビットカードによって、決済サーバ５に対
し、オンラインで決済をしたが、電子マネーによる決済を可能とした配信システム１であ
ってもよい。
【００９６】
　上記実施形態では、購入用ボタン８３として、第二のカメラ３２２で撮像した画像（動
画像を含む）をそのまま表示させたが、本発明では、購入用ボタン８３として、例えば、
第二のカメラ３２２で撮像した画像を変換して、手書き風の画像としてもよいし、第二の
カメラ３２２で撮像した画像からＣＧ画像を検索し、検索した画像を購入用ボタン８３と
してもよい。また、同一面に複数のカメラが備えられている場合（例えば、スマートフォ
ン等の背面側に３つのカメラが備えられている場合）、一方のカメラではライブ配信用の
ためのコンテンツを撮像し、他方のカメラでは購入用ボタンのための画像を撮像しても良
い。
【００９７】
　上記実施形態では、ライブ配信のためのコンテンツをリアカメラで撮像し、購入用ボタ
ン８３のための画像をフロントカメラで撮像したが、本発明では、ライブ配信のためのコ
ンテンツをフロントカメラで撮像し、購入用ボタン８３のための画像をリアカメラで撮像
してもよい。
【００９８】
　上記実施形態では、ライブ配信装置２が画像処理部２２を備えたが、本発明では、画像
処理部２２は、配信者端末３の処理部３３によって実現されてもよい。すなわち、購入用
ボタン８３は、配信者端末３によって生成されてもよい。同様に、配信者端末３の処理部
３３は、配信者端末３によって撮像された画像データを、ライブ配信装置２に送信する前
に変換してライブ配信用動画像を生成し、その後、ライブ配信装置２によってユーザ端末
４に表示させてもよい。
【００９９】
　（３）まとめ
【０１００】
　以上説明したように、第１の態様に係る配信システム１は、配信者端末３と、ライブ配
信装置２と、を備える。配信者端末３は、第一のカメラ３２１と第二のカメラ３２２とを
有し、第一のカメラ３２１を用いてライブ配信を行うためのコンテンツを取得する。ライ
ブ配信装置２は、配信者端末３から取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末４に対して
ライブ配信を実行する。配信システム１は、ユーザ端末４に画像を表示させる画像処理部
２２を備える。画像処理部２２は、第一のカメラ３２１で撮像した動画像をライブ配信用
動画像としてユーザ端末４に表示させ、第二のカメラ３２２で撮像した物品の画像を、当
該物品に対応する物品情報を割り当てた上でライブ配信用動画像と併せて表示させる。
【０１０１】
　この態様によれば、ライブ配信のために動画像を撮影しながら、販売する商品を、ライ
ブ配信用動画像に併せて表示させることができるため、ライブ配信者が販売する商品を、
簡単な操作で、ユーザ端末で分かりやすく表示することができる。そのうえ、ライブ配信
を止めることなく、リアルタイムに、ユーザ端末４に対して、販売する商品の表示及び追
加を行うことができる。その結果、配信者はユーザの離脱を防ぐことができるし、ユーザ
はライブ配信中に販売されている商品を容易に把握できる。
【０１０２】
　また、この態様によれば、ライブ配信中にユーザ端末に対して、販売する商品を追加し
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ていくことができるため、例えば、外国人が、ショッピングモール、フリーマーケット、
百貨店等の店舗でライブ配信を行いながら、自国のユーザ（視聴者）に対して、商品の紹
介を行い、ライブ配信中に購入された商品を、配信者が購入して自国に持って帰り、自国
でユーザに配送する、などの使い方ができる。
【０１０３】
　第２の態様に係る配信システム１では、第１の態様において、配信者端末３は、第一の
カメラ３２１としてのフロントカメラと、第二のカメラ３２２としてのリアカメラと、を
有する携帯用通信端末である。
【０１０４】
　この態様によれば、配信者は、容易に、ライブ配信と商品の追加とを実現することがで
きる。
【０１０５】
　第３の態様に係る配信システム１では、第１又は第２の態様において、画像処理部２２
は、第二のカメラ３２２で撮像した物品の画像を、ライブ配信用動画像に重畳表示させる
。
【０１０６】
　この態様によれば、ユーザ端末４におけるライブ配信用動画像の表示領域８２を、でき
る限り大きくとることができる。
【０１０７】
　第４の態様に係る配信システム１では、第１～３のいずれか一つの態様において、画像
処理部２２は、第二のカメラ３２２で撮像した物品の画像を、購入用ボタン８３として、
ライブ配信用動画像と併せて表示させる。
【０１０８】
　この態様によれば、物品の画像を購入用ボタン８３とすることができるため、ユーザは
商品を購入する際の操作性がよい。
【０１０９】
　第５の態様に係る配信システム１では、第４の態様において、画像処理部２２は、ユー
ザがユーザ端末４において購入用ボタン８３を押した際、ライブ配信用動画像から購入画
面に遷移せず、そのままライブ配信用動画像を表示させる。
【０１１０】
　この態様によれば、購入に進んだユーザが、ライブ配信から離脱するのを防ぐことがで
き、商品購入の機会を損失するのを防ぐことができる。
【０１１１】
　第６の態様に係る配信システム１では、第１～５のいずれか一つの態様において、画像
処理部２２は、第二のカメラ３２２で撮像した複数の物品の画像を、ライブ配信用動画像
と併せて表示させる。
【０１１２】
　この態様によれば、ライブ配信中に販売する商品を一画面に複数表示することができ、
ユーザに対して、商品購入を行いやすくすることができる。
【０１１３】
　第７の態様に係るライブ配信装置２は、第一のカメラ３２１と第二のカメラ３２２とを
有する配信者端末３によって、第一のカメラ３２１及び第二のカメラ３２２を介して取得
したコンテンツを用いて、ユーザ端末４に対してライブ配信を実行するライブ配信装置２
である。このライブ配信装置２は、ユーザ端末４に画像を表示させる画像処理部２２を有
する。画像処理部２２は、第一のカメラ３２１で撮像した動画像をライブ配信用動画像と
してユーザ端末４に表示させ、第二のカメラ３２２で撮像した物品の画像を、当該物品に
対応する物品情報を割り当てた上でライブ配信用動画像と併せて表示させる。
【０１１４】
　この態様によれば、ライブ配信のために動画像を撮影しながら、販売する商品を、ライ
ブ配信用動画像に併せて表示させることができるため、ライブ配信を止めることなく、リ
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。その結果、配信者はユーザの離脱を防ぐことができるし、ユーザはライブ配信中に販売
されている商品を容易に把握できる。
【０１１５】
　第８の態様に係るライブ配信方法は、第一のカメラ３２１と第二のカメラ３２２とを有
する配信者端末３によって、第一のカメラ３２１を介して取得したコンテンツを用いて、
ユーザ端末４に対してライブ配信を実行するライブ配信方法である。このライブ配信方法
は、第一のカメラ３２１で撮像した動画像をライブ配信用動画像としてユーザ端末４に表
示させ、第二のカメラ３２２で撮像した物品の画像を、当該物品に対応する物品情報を割
り当てた上でライブ配信用動画像と併せて表示させる。
【０１１６】
　この態様によれば、ライブ配信のために動画像を撮影しながら、販売する商品を、ライ
ブ配信用動画像に併せて表示させることができるため、ライブ配信を止めることなく、リ
アルタイムに、ユーザ端末４に対して、販売する商品の表示及び追加を行うことができる
。その結果、配信者はユーザの離脱を防ぐことができるし、ユーザはライブ配信中に販売
されている商品を容易に把握できる。
【符号の説明】
【０１１７】
　１　　　　配信システム
　２　　　　ライブ配信装置
　２２　　　画像処理部
　３　　　　配信者端末
　３２１　　第一のカメラ
　３２２　　第二のカメラ
　３４　　　表示部
　４　　　　ユーザ端末
　８３　　　購入用ボタン
 

【要約】
【課題】ライブ配信者が販売する商品を、簡単な操作で、ユーザ端末で分かりやすくでき
る配信システム、ライブ配信装置、ライブ配信方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】配信システム１は、配信者端末３と、ライブ配信装置２と、を備える。配信
者端末３は、第一のカメラ３２１と第二のカメラ３２２とを有し、第一のカメラ３２１を
用いてライブ配信を行うためのコンテンツを取得する。ライブ配信装置２は、配信者端末
３から取得したコンテンツを用いて、ユーザ端末４に対してライブ配信を実行する。配信
システム１は、ユーザ端末４に画像を表示させる画像処理部２２を備える。画像処理部２
２は、第一のカメラ３２１で撮像した動画像をライブ配信用動画像としてユーザ端末４に
表示させ、第二のカメラ３２２で撮像した物品の画像を、当該物品に対応する物品情報を
割り当てた上でライブ配信用動画像と併せて表示させる。
【選択図】図３
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